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本
市
に
は
約
９
３
０
０
件
の
事
業
所
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る

の
が
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
と
い
わ
れ

る
比
較
的
規
模
の
小
さ
な
企
業
で
す
。
卸

売
業
や
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
建
設

業
、
製
造
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
に
わ

た
り
、
活
力
の
あ
る
地
元
経
済
を
支
え
る

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
急
速
な
少
子
高
齢
化

「鳥取市中小企業・小規模企業振興条例」を施行しました

や
若
者
の
流
出
の
進
行
に
よ
る
社
会
構
造

の
変
化
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
技
術

革
新
の
進
展
に
伴
う
産
業
構
造
の
変
化
な

ど
、
地
域
社
会
・
地
域
経
済
を
取
り
巻
く

環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
多
く
の

中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
が
厳
し
い
経
営

環
境
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　
本
市
が
将
来
に
わ
た
り
持
続
的
に
発
展

し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
経
済
・
雇

用
・
に
ぎ
わ
い
に
深
く
関
わ
る
中
小
企
業
・

小
規
模
企
業
の
活
力
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
意
識
を
本
市
は
も
と
よ

り
、
市
民
、
支
援
団
体
、
大
企
業
、
金
融

機
関
、
教
育
機
関
が
一
体
と
な
っ
て
共
有

し
、
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
の
振
興
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
豊
か
で
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

「
鳥
取
市
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た

【特集】
建設業
8.3％ 製造業

6.2％

情報通信業
1.2％

運輸・郵便業
1.6％

卸売・小売業
25.9％

金融・保険業
2.4％不動産・物品賃貸業

6.4％

宿泊・飲食業
12.9％

サービス業
14.8％

教育・学習支援業
2.9％

医療・福祉関連業
8.0％

その他
9.3％

市内事業所の業種別割合
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い
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第
二
庁
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経
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・
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用
戦
略
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【条例の主な特徴】
① 小規模企業への配慮（第 4 条第 3 項）
　特に経営資源の確保が困難な小規模企業について、施
策の推進において特に配慮する市の責務を定めました。
② ワーク・ライフ・バランスの取組（第 5 条第 4 項）
　中小企業・小規模企業の努力として、ワーク・ライフ・
バランスを図ることができるように、職場環境の整備に
向けて努めていただくことを定めました。
③ 教育機関における職業観・勤労観の醸成（第9条第1項）
　教育活動を通じて勤労観・職業観の醸成を図ることで、
地域の次世代を担う人材の育成に協力する教育機関の役
割を定めました。
④ 事業における高付加価値化の推進（第11条第1項第3号）
　企業の競争力を高めていく上での重要なテーマとして、
事業の付加価値を高めていくことを施策の基本方針として
定めました。
⑤ 企業誘致の推進（第 11 条第 1 項第 11 号）
　技術提携の促進など、地元企業にとって相乗効果のあ
る事業活動の振興につながることを念頭に、企業誘致を
進めることを施策の基本方針として定めました。
⑥ 市民の参画（第 3 条、第 10 条、第 12 条）
　新たに定めた鳥取市中小企業・小規模企業振興会議に、
市民の参画を位置づけるなど、幅広い意見の下での連携、
協働により中小企業・小規模企業の振興を図ることを定
めました。

条例制定記念講演会を開催します
日時：7 月 20 日（木）13:30 ～ 15:10
場所：とりぎん文化会館第１会議室（尚徳町 101 番地 5）
講師：神戸国際大学経済学部　教授　中

なかむら

村智
ともひこ

彦さん
演題：地域における中小企業の役割と今後について

※参加を希望される人は、申し込みが必要となりますので、経済・
雇用戦略課までお問い合わせください。

鳥取市中小企業・小規模企業振興条例の概要

地域経済の発展並びに雇用の確保および市民生活の向上
中小企業・小規模企業の創意工夫を生かした経営の改善など自主的な努力を助長
市、中小企業・小規模企業をはじめとする関係者が連携し、協働により推進

①経営の安定および改善の促進
②産業の高度化および多様化の推進
③生産性の向上、サービスの効率化による高付
加価値化

④国内外への販路および取引の拡大支援
⑤地域内経済循環の活性化
⑥人材の育成、確保、定着および雇用の創出

⑦労働環境の改善の促進
⑧起業、創業の促進
⑨円滑な事業承継の推進
⑩6次産業化、農商工連携、産学金官連携の
推進

⑪中小企業・小規模企業の振興に資する企業
誘致の推進

⑫円滑な資金調達の支援

施策の基本方針

市 の 責務
◆振興施策を総合的に策定実施
◆受注機会の確保
◆経営資源の乏しい小規模企業へ
の配慮
◆財政上の措置

金融機関 の 役割
◆資金需要に適切に対応し中小企
業・小規模企業の経営の向上お
よび改善に協力
◆市が行う施策への協力

教育機関および大学 などの 役割
◆勤労観および職業観の醸成による人材の育成
◆新技術および新商品開発並びに人材育成への
協力

中小企業・小規模企業支援団体 の 役割
◆経営の向上および改善発達を
支援
◆市の施策への協力

大企業 の 役割
◆市が行う中小企業・小規模企
業の振興施策に協力
◆社会的責任の自覚と中小企
業・小規模企業との連携

市民 の 理解と協力
◆中小企業・小規模企業への理解と発展への
協力
◆市内で生産、製造および加工される産品お
よび提供されるサービスの利用努力

中小企業者・小規模企業者 の 努力
◆事業の成長発展のための経営基盤の強化
◆事業の持続的な発展のための円滑かつ着
実な事業の運営
◆社会的責任の自覚と中小企業・小規模企
業相互の連携、協力
◆雇用の確保、人材の育成、福利厚生の充
実、ワーク・ライフ・バランスを念頭に
置いた職場環境整備

責任と役割

【条例に基づいた制度事例紹介】
　本市では、「鳥取市中小企業・小規模企業振興条例」
の趣旨に合わせ、市内に本社を置く中小製造業を対象と
した労働生産性向上のための支援制度を創設しました。
　本支援制度を活用するには、中小企業等経営強化法
における経営力向上計画を作成し、国の認定を受ける
必要があります。計画作成は商工団体のサポートを受
けることも可能です。自社の経営状況を見つめ直し、
労働生産性の向上に努める企業を応援しています。

《労働生産性向上のための積極的な設備投資を実行》
　あおやサイエンス株式会社
　あおやサイエンス株式会社は
青谷町に本社を置き、電子回路
基板の実装を行っている企業で
す。当企業は、労働生産性を向
上させるため、平成 28 年 12
月から平成 29 年 4 月にかけて、

積極的な設備投資を行いました。
　このたびの投資は、経営力向上計画について中国経
済産業局の認定を受けて行ったものです。本市も新制
度で、当企業の計画実行の支援を行いました。

＜社長から一言＞
　弊社は古い機械をメンテナンスしながら使用し
ていました。仕事に時間がかかったり、精度が出
なかったりするため、結果的に従業員に負担がか
かっていました。このたび、市が
新設した支援制度を活用して設備
投資を行ったところ、作業効率と
精度を格段に向上させることがで
きました。改善できたところは社
内の一部であり、まだまだやるべ
きことは多いですが、引き続き頑
張っていきたいと思います。
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